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窓口で支払う負担額が軽減されます
入院や高額な外来診療を受けるとき、

3. 認定証の更新について

1. 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証とは

（1）手続きに必要なもの　 ①国民健康保険被保険者証　  ②マイナンバーの分かるもの(対象者全員分)
③マイナンバーカード・免許証など顔写真入りの証明書等

（2）  申請窓口

　※申請時の審査（保険税の納付状況など）により、認定証を交付できない場合があります。

2. 申請方法

・本庁国保医療年金課国保係
・揖保川総合支所地域振興課市民健康福祉係

・新宮総合支所地域振興課市民健康福祉係
・御津総合支所地域振興課市民健康福祉係

※70歳以上の方のうち、所得区分が一般、現役並みⅢの方は、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの
　支払いとなります。（所得区分が一般、現役並みⅢの方は、限度額適用認定証は不要です。）

《 70歳未満の方 》

4回目以降 証表記

ア

イ

ウ

エ

オ

140,100円

93,000円

44,400円

44,400円

24,600円

上位
所得者

一般

総所得金額等 ※所得区分 3回目ま （ で 12か月以内で）

住民税非課税世帯

901万円超

600万円超

210万円超

210万円以下

252,600円＋（医療費－842,000円）×1％

167,400円＋（医療費－558,000円）×1％

80,100円＋（医療費－267,000円）×1％

57,600円

35,400円

901万円以下

600万円以下

※総所得金額等＝総所得金額－基礎控除
４回目以降…過去12か月間で、一つの世帯での支給が４回以上あった場合の限度額

（月額）

《 70歳以上75歳未満の方 》
証表記

※不要

※不要

現役並み
Ⅱ

Ⅱ

現役並み所得Ⅲ
　・・・課税所得690万円以上の方

外来（個人単位）所得区分  
252,600円＋（医療費－842,000円）×1％

〈4回目以降は140,100円〉

現役並み所得Ⅱ
　・・・課税所得380万円以上
　　690万円未満の方

167,400円＋（医療費－558,000円）×1％
〈4回目以降は93,000円〉

現役並み
Ⅰ

現役並み所得Ⅰ
　・・・課税所得145万円以上
　　380万円未満の方

80,100円＋（医療費－267,000円）×1％

一般
　・・・課税所得145万円未満の方

18,000円
〈8月～翌年7月の年間限度額144,000円〉

57,600円
〈４回目以降は44,400円〉

Ⅱ 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円

8,000円 15,000円 Ⅰ
Ⅰ 住民税非課税世帯
　…年金収入80万円以下など

〈4回目以降は44,400円〉

（月額）

外来+入院（世帯単位）

自己負担限度額

　同じ人が同じ月内に同じ医療機関で支払う医療費の自己負担額が、下記の限度額を超えた場合が対象となり
ます。同一医療機関でも、歯科、入院、外来は別計算となります。ただし、一つの世帯内で、同じ月内に
21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、合算することが可能ですので、後日申請により高額
療養費が支給される場合があります。

　限度額適用認定証の有効期限は毎年７月31日となっています。
　８月１日以降も引き続き入院されたり、高額な外来診療や入院の予定がある方は、上記申請窓口で申請の
手続きが必要です。

　入院や高額な外来診療を受けるとき、保険証と一緒に医療機関の窓口に提示するだけで、窓口での支払いを
自己負担限度額までで止めることができるものです。
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交通事故
暴力行為を受けた 他人の飼い犬に噛

まれた

飲食店で

食中毒にあ
った スキー場での

接触事故など

●必ず国保の窓口に届出を！

●示談は慎重に

●届出に必要なもの

●傷病原因の問い合わせ

●柔道整復師（整骨院・接骨院）へかかる時の
　注意

正しく使いましょう!「国民健康保険被保険者証」

柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方

医療費はみなさんの保険税で支えられています。保険証の正しい使用にご協力をお願いします。

第三者の行為によるケガ・病気とは？

まずは、たつの市国保医療年金課に連絡を！

交通事故など、第三者から傷病を受けたとき(第三者行為）

次の場合は
保険証を使えません

通勤中や仕事中に第三者の行為
によってケガ等をした場合、労災
保険が適用されます。

けんかによるケガ、また治療を受
ける方が無免許運転などをして
いたときは、保険証が使えない場
合があります。

　柔道整復師（整骨院・接骨院）は、医師では
ないため、右記の例のように、どんな治療にも
健康保険証が使えるわけではありません。健康
保険証が使えない場合の施術料は全額自己負担
となります。柔道整復師（整骨院・接骨院）への
正しいかかり方を理解し適切に受診してくだ
さい。

1. 負傷の原因は正確に伝えましょう
2. 医療機関との重複・並行受診はできません
3. 施術が長期にわたる場合は医師の診断を受

けましょう

　交通事故など、治療の発生原因が第三者（加害者）に
よる場合は、加害者が医療費を負担することが原則です。
　国民健康保険で医療を受けるときは、警察へ届け出る
とともに、必ず国保医療年金課へ届け出をお願いします。

　国民健康保険では、医療費を適正に給付するため、
医療機関からの請求書（診療報酬明細書）を点検して
います。その結果、第三者による負傷である可能性が
ある場合には、加入者の皆さんへ負傷原因の問い合わせ
をしています。

・国民健康保険被保険者証
・印鑑（認印可）
・第三者行為による傷病届（国保医療年金課にあります。）
※添付書類として交通事故証明書、
　事故発生状況報告書、同意書、誓約書が必要です。

　被害者と加害者の話し合いが
ついて示談すると、その示談の内容
が優先されるため、国民健康保険
で立て替えた医療費を加害者に
請求できなくなる場合があります
ので、示談は慎重にしてください。

4

特定健診受診状況

必ず受けよう特定健康診査！
生活習慣病は、一人一人が、バランスのとれた食生活、適度な運動習慣を身に付けることに

より予防可能です。
そのため、ご自身の健康状態を毎年確認し、健康づくりにつなげていくことが重要です。１年に
一度、特定健診を受診し、生活習慣の改善が必要な方は、特定保健指導を受けましょう。
また、たつの市国保加入者（40歳～74歳）で、特定健診と同時に大腸がん検診を受けられる
場合、大腸がん検診にかかる個人負担金が無料になります。集団健診、個別健診どちらでも適
用になりますので、ぜひ受診してください。

　委託業者による電話勧奨は、０１２０－９６６－１３７（フリーダイヤル）にて
８月から９月頃にかけて実施します。

集団健診
個別健診

たつの市健康課 ☎0791-63-2112 まで

（一社）たつの市・揖保郡医師会の実施医療機関 まで

ご理解・ご協力を！

特定健康診査等事業

特定健診未受診者対策事業

　特定健診受診状況では、特に40～50歳代の受診率が低迷しています。
生活習慣病の早期予防の観点から、新規国保加入者、未受診者に対する
健康教育・健康相談を併せた受診勧奨を強化するとともに、健診受診者
にも継続受診の必要性をお知らせするため、ハガキやSMSによる受診
勧奨、国保在宅保健師等が実施する訪問による受診勧奨、また委託業者
の管理栄養士等専門職による電話勧奨を実施します。

（ 　   ）

国保被保険者数（人）

年齢（歳）

たつの市の被保険者構成と特定健診受診率（令和４年度）
男性 女性

70～74

65～69

60～64

55～59

50～54

45～49

40～44

65～74歳
38.3％
R３
38.5％ （ 　   ）R３

41.0％

（ 　   ）R３
22.7％（ 　   ）R３

19.8％

25002500 20002000 15001500 10001000 500500 00

65～74歳
42.5％43.7％

40.5％

34.3％

27.2％

22.6％

17.3％

21.8％

40.5％

34.2％

29.5％

18.5％

16.7％

17.1％

16.1％

40～64歳
20.2％

40～64歳
26.6％
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交通事故
暴力行為を受けた 他人の飼い犬に噛

まれた

飲食店で

食中毒にあ
った スキー場での

接触事故など

●必ず国保の窓口に届出を！

●示談は慎重に

●届出に必要なもの

●傷病原因の問い合わせ

●柔道整復師（整骨院・接骨院）へかかる時の
　注意

正しく使いましょう!「国民健康保険被保険者証」

柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方

医療費はみなさんの保険税で支えられています。保険証の正しい使用にご協力をお願いします。

第三者の行為によるケガ・病気とは？

まずは、たつの市国保医療年金課に連絡を！

交通事故など、第三者から傷病を受けたとき(第三者行為）

次の場合は
保険証を使えません

通勤中や仕事中に第三者の行為
によってケガ等をした場合、労災
保険が適用されます。

けんかによるケガ、また治療を受
ける方が無免許運転などをして
いたときは、保険証が使えない場
合があります。

　柔道整復師（整骨院・接骨院）は、医師では
ないため、右記の例のように、どんな治療にも
健康保険証が使えるわけではありません。健康
保険証が使えない場合の施術料は全額自己負担
となります。柔道整復師（整骨院・接骨院）への
正しいかかり方を理解し適切に受診してくだ
さい。

1. 負傷の原因は正確に伝えましょう
2. 医療機関との重複・並行受診はできません
3. 施術が長期にわたる場合は医師の診断を受

けましょう

　交通事故など、治療の発生原因が第三者（加害者）に
よる場合は、加害者が医療費を負担することが原則です。
　国民健康保険で医療を受けるときは、警察へ届け出る
とともに、必ず国保医療年金課へ届け出をお願いします。

　国民健康保険では、医療費を適正に給付するため、
医療機関からの請求書（診療報酬明細書）を点検して
います。その結果、第三者による負傷である可能性が
ある場合には、加入者の皆さんへ負傷原因の問い合わせ
をしています。

・国民健康保険被保険者証
・印鑑（認印可）
・第三者行為による傷病届（国保医療年金課にあります。）
※添付書類として交通事故証明書、
　事故発生状況報告書、同意書、誓約書が必要です。

　被害者と加害者の話し合いが
ついて示談すると、その示談の内容
が優先されるため、国民健康保険
で立て替えた医療費を加害者に
請求できなくなる場合があります
ので、示談は慎重にしてください。
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昔
か
ら
医
学
は
病
気
の
解
明
や
治
療

に
主
体
を
置
い
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、

人
類
の
歴
史
は
有
史
以
来
、
様
々
な
感

染
症
と
の
戦
い
で
し
た
。
し
か
し
、
近

代
医
学
で
は
い
か
に
し
て
病
気
の
発
症

を
抑
え
る
か
と
い
う
予
防
医
学
が
注
目

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
最
た
る
も
の
が

予
防
接
種
で
、
今
回
の
コ
ロ
ナ
感
染
症

で
も
新
し
い
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
Ｒ
Ｎ
Ａ

（
ｍ
Ｒ
Ｎ
Ａ
）
ワ
ク
チ
ン
や
ウ
イ
ル
ス
ベ

ク
タ
ー
ワ
ク
チ
ン
が
登
場
し
ま
し
た
。

今
回
は
そ
の
予
防
接
種
に
つ
い
て
説
明

し
ま
す
。

　

予
防
接
種
と
は
、「
各
種
の
病
原
体
に

対
し
て
免
疫
を
持
た
な
い
感
受
性
者
へ

の
免
疫
賦
与
や
免
疫
の
増
強
効
果
（
ブ
ー

ス
タ
ー
効
果
）
を
目
的
に
行
わ
れ
る
も

の
」
で
、
感
染
予
防
、
発
病
予
防
、
重
症

化
予
防
、
感
染
症
の
ま
ん
延
予
防
等
を

目
的
に
し
て
い
ま
す
。

　

ワ
ク
チ
ン
の
歴
史
は
18
世
紀
末
頃
、

エ
ド
ワ
ー
ド
・
ジ
ェ
ン
ナ
ー
が
天
然
痘

に
対
す
る
牛
痘
種
痘
法
を
発
見
し
た
こ

と
に
始
ま
り
ま
す
。
そ
の
後
、
日
本
に

伝
わ
り
、
緒
方
洪
庵
ら
の
「
除
痘
館
」
で

の
種
痘
に
繋
が
り
ま
す
。
近
代
日
本
で

の
予
防
接
種
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後

の
感
染
症
の
ま
ん
延
や
死
亡
率
の
高
さ

が
問
題
に
な
り
、
１
９
４
８
年
に
予
防

接
種
法
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
り

ま
す
。

　

ワ
ク
チ
ン
は
病
原
微
生
物
の
菌
体
を

利
用
し
た
製
剤
で
、
そ
の
微
生
物
の
感

染
予
防
を
目
的
と
し
て
使
用
さ
れ
る
病

原
体
に
は
、
一
度
罹
患
す
る
と
、
そ
の

後
、
罹
患
す
る
こ
と
が
な
く
な
る
と
い

う
二
度
な
し
現
象
を
利
用
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
ワ
ク
チ
ン
の
病
原
性
を
減
ら
し

た
病
原
体
を
使
用
し
接
種
後
に
初
め
て

の
感
染
と
同
等
の
免
疫
状
態
を
作
り
出

し
、
そ
の
後
の
自
然
感
染
を
防
ぐ
こ
と

を
目
的
と
し
た
製
剤
で
す
。

　

ワ
ク
チ
ン
に
は
生
ワ
ク
チ
ン
、
不
活

化
ワ
ク
チ
ン
、
ト
キ
ソ
イ
ド
や
メ
ッ
セ

ン
ジ
ャ
ー
Ｒ
Ｎ
Ａ
ワ
ク
チ
ン
や
ウ
イ
ル

ス
ベ
ク
タ
ー
ワ
ク
チ
ン
な
ど
が
あ
り
ま

す
。
生
ワ
ク
チ
ン
は
病
原
性
を
極
度
に

弱
め
た
（
弱
毒
化
し
た
）
ウ
イ
ル
ス
や
細

菌
等
を
ワ
ク
チ
ン
に
し
た
も
の
で
す
。

不
活
化
ワ
ク
チ
ン
は
病
原
体
の
活
力
を

失
わ
せ
て
不
活
化
し
た
も
の
を
ワ
ク
チ

ン
に
し
た
も
の
で
す
。
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー

Ｒ
Ｎ
Ａ
（
ｍ
Ｒ
Ｎ
Ａ
）
ワ
ク
チ
ン
と
ウ
イ

ル
ス
ベ
ク
タ
ー
ワ
ク
チ
ン
は
新
型
コ
ロ

ナ
ワ
ク
チ
ン
と
し
て
開
発
さ
れ
た
も
の

で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
遺
伝
情

報
を
そ
れ
ぞ
れ
ｍ
Ｒ
Ｎ
Ａ
と
し
て
、
ヒ

ト
に
と
っ
て
無
害
化
し
た
別
の
ウ
イ
ル

ス
等
に
挿
入
し
て
、
ヒ
ト
に
投
与
す
る

も
の
で
す
。

　

生
ワ
ク
チ
ン
は
一
般
に
不
活
化
ワ

ク
チ
ン
に
比
べ
て
免
疫
効
果
が
高
く
、

１
〜
2
回
の
接
種
で
、
ほ
ぼ
終
生
の

免
疫
が
得
ら
れ
る
も
の
が
多
い
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
不
活
化
ワ
ク
チ
ン
は

最
初
３
〜
４
回
の
接
種
を
必
要
と
し
、

そ
の
後
も
、
５
〜
10
年
ご
と
に
下
が
っ

て
き
た
免
疫
を
高
め
る
た
め
、
ブ
ー
ス

タ
ー
接
種
が
必
要
と
な
る
も
の
が
多
い

の
で
す
。
不
活
化
ワ
ク
チ
ン
は
一
般
に

生
ワ
ク
チ
ン
に
比
べ
て
副
反
応
が
少
な

く
、
生
ワ
ク
チ
ン
は
弱
毒
化
し
た
病
原

体
を
使
う
た
め
病
原
体
に
残
さ
れ
た
病

原
性
や
接
種
後
ま
れ
に
起
こ
る
変
異
に

よ
り
復
活
し
た
病
原
性
に
基
づ
く
副
反

応
が
み
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

予
防
接
種
に
は
、
予
防
接
種
法
に
基

づ
き
実
施
さ
れ
る
「
定
期
接
種
」
と
予
防

接
種
法
に
基
づ
か
な
い
「
任
意
接
種
」
が

あ
り
ま
す
。
定
期
接
種
の
ほ
と
ん
ど
の

ワ
ク
チ
ン
は
無
料
で
接
種
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
任
意
接
種
の
ほ
と
ん
ど
の
ワ

ク
チ
ン
は
有
料
に
な
り
ま
す（
市
町
村
に

よ
っ
て
は
接
種
料
金
の
一
部
助
成
が
あ

り
ま
す
）。
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種

に
つ
い
て
は
予
防
接
種
法
上
の
「
臨
時

接
種
」
と
し
て
実
施
さ
れ
無
料
で
す
が
、

た
つ
の
市
・
揖
保
郡
医
師
会 

副
会
長
　
八
木
小
児
科
　
八
木 

次
朗 

先
生

「
予
防
接
種
」に
つ
い
て

定期接種の対象疾患 任意接種の対象疾患
インフルエンザ菌 b 型（Ｈｉｂ）感染症
Ｂ型肝炎
小児の肺炎球菌感染症
ロタウイルス感染症
四種混合（ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ）
結核（ＢＣG）
麻疹
風疹
水痘
日本脳炎
ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）感染症
高齢者のインフルエンザ
高齢者の肺炎球菌感染症

おたふくかぜ
帯状疱疹
A 型肝炎
髄膜炎菌感染症
狂犬病
黄熱
高齢者以外のインフルエンザ

など

「
定
期
接
種
」と「
任
意
接
種
」

ワ
ク
チ
ン
の
種
類

予
防
接
種
と
は
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来
年
度
よ
り
定
期
接
種
化
さ
れ
る
可
能

性
が
あ
り
、
一
部
有
料
と
な
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

定
期
接
種
、
任
意
接
種
の
対
象
疾
患

は
右
下
の
通
り
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ワ

ク
チ
ン
に
よ
っ
て
接
種
時
期
と
接
種
回

数
は
異
な
り
ま
す
。

　

予
防
接
種
と
い
え
ば
子
ど
も
と
思
い

が
ち
で
す
が
、
成
人
特
に
高
齢
者
に
も

必
要
な
予
防
接
種
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

は
、
高
齢
者
の
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
や

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
、
帯
状
疱

疹
ワ
ク
チ
ン
な
ど
で
す
。
最
近
で
は
こ

の
帯
状
疱
疹
ワ
ク
チ
ン
が
注
目
さ
れ
て

い
ま
す
。
帯
状
疱
疹
は
多
く
の
人
が
子

ど
も
の
時
に
感
染
す
る
水
痘
（
水
ぼ
う
そ

う
）
と
同
じ
ウ
イ
ル
ス
（
水
痘
・
帯
状
疱

疹
ウ
イ
ル
ス
）
の
感
染
で
起
こ
る
皮
膚

の
病
気
で
す
。
水
ぼ
う
そ
う
が
治
癒
し

た
後
も
神
経
節
で
潜
伏
感
染
し
て
い
て
、

加
齢
や
過
労
や
ス
ト
レ
ス
な
ど
で
免
疫

力
が
低
下
し
た
場
合
に
ウ
イ
ル
ス
が
再

活
性
化
し
、
そ
の
結
果
、
潜
伏
感
染
し

て
い
た
神
経
支
配
領
域
の
皮
膚
に
帯
状

疱
疹
を
発
症
し
ま
す
。
発
症
す
る
と
、

皮
膚
症
状
と
し
て
水
疱
を
伴
う
紅
斑
が

帯
状
に
広
が
り
ま
す
。
痛
み
を
伴
う
こ

と
が
多
く
、
抗
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
薬

の
使
用
で
皮
膚
症
状
は
治
癒
し
ま
す
。

し
か
し
、
皮
膚
症
状
が
治
っ
た
後
も
長

期
間
に
わ
た
る
痛
み
が
続
く
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
が「
帯
状
疱
疹
後
神
経
痛
」

と
呼
ば
れ
、
最
も
頻
度
の
高
い
合
併
症

で
す
。
し
か
も
大
変
に
厄
介
な
も
の
で
、

根
本
的
な
治
療
法
が
な
く
、
と
き
に
は

何
年
も
強
い
痛
み
が
残
っ
て
し
ま
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
帯
状
疱
疹
の
予

防
を
目
的
と
し
て
50
歳
以
上
の
成
人
に

帯
状
疱
疹
ワ
ク
チ
ン
を
2
か
月
間
隔
で

2
回
接
種
し
ま
す
。
詳
し
く
は
か
か
り

つ
け
の
先
生
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
小
学
校
6
年
生
〜
高
校
1
年

生
の
女
子
で
接
種
す
る
子
宮
頸
が
ん
ワ

ク
チ
ン
が
あ
り
ま
す
。
子
宮
頸
が
ん
は

ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
（
Ｈ
Ｐ
Ｖ
）

の
持
続
感
染
で
発
症
す
る
と
考
え
ら
れ

て
い
て
、
唯
一
ワ
ク
チ
ン
で
防
げ
る
が

ん
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ヒ

ト
バ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
（
Ｈ
Ｐ
Ｖ
）
ワ

ク
チ
ン
接
種
で
色
々
な
副
反
応
が
出
現

し
た
た
め
、
２
０
１
３
年
よ
り
積
極

的
勧
奨
を
差
し
控
え
て
い
ま
し
た
が
、

２
０
２
２
年
4
月
よ
り
積
極
的
勧
奨
が

再
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
対
象
年
齢
の
方

は
積
極
的
に
接
種
し
て
く
だ
さ
い
。
そ

し
て
、
積
極
的
勧
奨
を
差
し
控
え
て
い

た
数
年
間
で
対
象
年
齢
を
過
ぎ
て
し

ま
っ
た
方
（
平
成
9
年
度
〜
平
成
17
年
度

生
ま
れ
の
女
性
）
で
、
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー

マ
ウ
イ
ル
ス
（
Ｈ
Ｐ
Ｖ
）
ワ
ク
チ
ン
を
合

計
3
回
受
け
て
い
な
い
方
は
キ
ャ
ッ
チ

ア
ッ
プ
接
種
が
無
料
で
受
け
ら
れ
ま
す
。

詳
し
く
は
た
つ
の
市
の
健
康
課
に
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
今
年
の
4
月

よ
り
新
し
い
9
価
Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン
が

定
期
接
種
と
し
て
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
は
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル

ス
の
2
種
類
（
2
価
Ｈ
Ｐ
Ｖ
）
と
4
種
類

（
4
価
Ｈ
Ｐ
Ｖ
）
の
子
宮
頸
が
ん
ワ
ク
チ

ン
で
し
た
が
、
新
し
い
子
宮
頸
が
ん
ワ

ク
チ
ン
は
9
種
類
に
対
応
し
て
い
る
た

め
、
そ
れ
だ
け
多
く
の
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー

マ
ウ
イ
ル
ス
に
効
果
を
発
揮
し
ま
す
の

で
、
こ
れ
を
選
択
さ
れ
る
の
が
良
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ワ
ク
チ
ン
接
種
に
は
様
々
な
副
反
応

が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
、
非
常
に
重
篤

な
症
状
を
呈
す
る
も
の
に
ア
ナ
フ
ィ
ラ

キ
シ
ー
が
あ
り
ま
す
。

　

副
反
応
に
は
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
よ
る

全
身
症
状
の
う
ち
発
熱
、
疲
労
、
頭
痛
、

筋
肉
痛
、
悪
寒
、
関
節
痛
な
ど
は
ワ
ク

チ
ン
接
種
後
数
時
間
〜
数
日
後
に
現
れ

る
一
過
性
の
現
象
で
、
ワ
ク
チ
ン
に
よ

る
正
常
な
免
疫
反
応
の
一
部
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

　

ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
は
ア
レ
ル
ゲ
ン

な
ど
の
侵
入
に
よ
っ
て
複
数
の
臓
器
に

ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
が
惹
起
さ
れ
、
生
命

に
危
険
を
与
え
る
可
能
性
の
あ
る
過
敏

反
応
で
、
ほ
と
ん
ど
が
接
種
後
数
分
〜

十
数
分
以
内
に
発
現
し
ま
す
。
発
症
直

ぐ
に
適
切
な
治
療
を
行
う
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　

ま
た
、
年
長
児
や
成
人
で
は
血
管
迷

走
神
経
反
射
に
よ
る
失
神
が
起
こ
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
血
管
迷
走
神
経
反

射
と
は
注
射
の
痛
み
や
恐
怖
・
不
安
等

の
精
神
的
動
揺
に
よ
り
自
律
神
経
系
が

刺
激
さ
れ
、
全
身
の
血
管
床
が
拡
張
す

る
た
め
に
脳
血
流
が
低
下
す
る
こ
と
で

血
圧
や
心
拍
数
の
低
下
を
引
き
起
こ
す

生
理
的
反
応
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
予

防
接
種
や
採
血
で
失
神
や
気
分
不
良
に

な
っ
た
こ
と
が
あ
る
人
は
横
に
な
っ
て

予
防
接
種
を
受
け
て
も
ら
え
れ
ば
血
管

迷
走
神
経
反
射
を
防
げ
る
で
し
ょ
う
。

か
か
り
つ
け
の
先
生
か
接
種
医
師
に
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
よ
う
に
予
防
接
種
に
は
病
気
の

発
症
を
予
防
し
た
り
、
病
気
に
罹
患
し

て
も
軽
く
て
済
む
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
と

副
反
応（
発
熱
、全
身
倦
怠
感
、ア
ナ
フ
ィ

ラ
キ
シ
ー
、
血
管
迷
走
神
経
反
射
な
ど
）

と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
が
、

少
し
で
も
メ
リ
ッ
ト
が
デ
メ
リ
ッ
ト
を

上
回
る
な
ら
積
極
的
に
予
防
接
種
さ
れ

る
の
が
良
い
で
し
ょ
う
。

副
反
応
に
つ
い
て

子
宮
頸
が
ん
予
防
の
た
め
に

高
齢
者
も
ワ
ク
チ
ン
を
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●国民健康保険税の納付は口座振替がオススメです！

健康保険証をお使いの皆さまへ

「マイナンバーカード」を
健康保険証としてぜひお使いください！

　納期限や納め忘れを気にすることなく、また一度手続きをす
れば解約するまで毎年自動的に引き落とされます。

（1）申込みに必要なもの　
　・預貯金通帳　・通帳届出印　・納税通知書
　※口座振替依頼書は申込窓口に設置しています。

（2）申込窓口
　市内取扱金融機関、市役所納税課、各総合支所地域振興課

（3）市内取扱金融機関
　三井住友銀行、みなと銀行、トマト銀行
　姫路信用金庫、播州信用金庫、兵庫信用金庫、西兵庫信用金庫
　兵庫県医療信用組合、兵庫県信用組合
　兵庫西農業協同組合、なぎさ信用漁業協同組合連合会
　ゆうちょ銀行・郵便局
●国民健康保険税を納めないでいると...
　特別な事情もなく国民健康保険税を納めないでいると、未
納期間に応じて督促手数料や延滞金が加算されるだけでなく、
短期被保険者証や被保険者資格証明書の交付、給付の差し止め
などの措置がとられます。

※ 短 期 被 保 険 者 証 … 通常のものより有効期間の短い被保険者証です。
※ 被保険者資格証明書 … 国民健康保険に加入していることを証明するもので、医療費負担の軽減がありません。

期別 納期限 

第１期 

納税課オリジナルキャラクター
タックスフンドくん 

 ７月 31日(月)

第２期

第３期

第４期

第５期

第６期

第７期

第８期

 ８月31日(木)

10月 ２日(月)

10月31日(火)

11月30日(木)

12月25日(月)

 １月31日(水)

 ２月29日(木)

(全期)

国民健康保険税の納付は納期限内に!

データに基づく最適な医療が受けられる

マイナンバーカードを申請
■申請方法は選択可能です
①オンライン申請
　（パソコン・スマートフォンから）
②郵便による申請
③まちなかの写真証明機からの申請

■利用登録の方法
①「マイナポータル」から行う
②セブン銀行ＡＴＭから行う
③医療機関・薬局の受付で行う

マイナンバーカードを
健康保険証として登録

マイナンバーカードを健康保険証と
して利用するための登録がまだの方
は、以下２つの準備をお願いします。

マイナポイント第２弾 マイナポイント申込期限延長！

STEP1.

STEP2.

マイナポイントの申請期限は 2023年９月末です。
2023年２月末までに申請されたマイナンバーカードが対象です。

１ ！

転職や転居等による保険証の切り替えや更新が不要２

手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが不要３

過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有
され（※）、データに基づく最適な医療が受けられるようになります。

※マイナンバーカードを健康保険証として利用し、医師等と過去の情報を共
有した場合には、健康保険証で受診した場合と比べて、初診時等の医療機
関・薬局での窓口負担が低くなります。

今後、転職や転居などで必要だった保険証の切り替えや更新が不要
になります。

（※なお、新しい保険者への加入手続きは必要です。）

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を
超える支払いが不要となります。


